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はじめに 

 

この手引きは、各自治体が、所有者等が行方不明の空家等について、職員が不在者財産管理

人選任申立てに係る書類を作成・提出する際の手順について解説したものである。 

 

立川市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」「立川市特定空家等の適正管理に関

する条例」に基づいて令和２年９月に特定空家等に認定した 1 件について、不在者財産管理人制

度を活用して解決を図ることとした。 

申立てにあたっては、自治体職員が自ら申立て手続きをする際の参考となるよう、東京都の

「先駆的空き家対策東京モデル支援事業」を活用してその過程をマニュアル化することとし、立川

市特定空家等認定審査会委員である弁護士の助言を受けつつ、市職員が申立てに係る書類を

作成にあたることとした。 

 

立川市は東京家庭裁判所立川支部の管轄であることから、東京都下の自治体には特に参考と

なると思われる。また、細かい運用は各裁判所によって異なる（予納金や郵便切手代、印紙代など

の必要経費等）ものの、基本的事項は共通するものが多いと思われる。不在者財産管理人制度

の活用を検討している自治体の参考になれば幸いである。 

 

立川市市民生活部生活安全課 
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１．不在者財産管理人選任申立てに至った背景 

立川市では、平成 30 年４月１日に「立川市特定空家等の適正管理に関する条例」の施行後、

令和３年７月末までに 16 件の空家等を特定空家等に認定し、そのうち５件については所有者等

に除却されるなどしたが、残り 11 件（令和３年７月末時点）はいまだ管理不全状態が継続していた。

所有者等が行方不明であるなど確知できないケースが複数件あり、その解決方法について検討

を進めていた。そのうちの１件について、不在者財産管理人制度を活用して解決を図ることとした。 

なお、同制度を活用した結果、令和４年１月末までに対象案件を含めた３件の特定空家等の認

定を解除するに至った。（表１） 

表１ 特定空家等認定件数及び除却等による認定解除件数の推移（令和４年２月時点） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 合計 

認定件数 ５ ６ 3 2 16 

認定解除件数 5 ２ 0 １ ８ 

 

２．対象案件の概要 

 今回対象とした案件は、立川市内北部の住宅街に所在する土地・建物である。その居住者（所

有者）が平成 15年頃から所在不明となっており、土地・建物は管理不全状態のまま放置されてい

た。 

平成 25年頃から、敷地内の草木等の繁茂、毛虫や蚊、蜂などの害虫発生やハクビシンの目撃

情報等、近隣住民からの苦情が入るようになって以降、環境衛生面での通報が絶えないことが常

態となっていた。また、当該建物は、トタン屋根の剥落、玄関の屋根部分軒裏の崩落などが発生し

ており、経年劣化による建物の状態悪化も深刻となっていた。（以下写真参照） 

 

 

 

 

 

 

 

市としては、現地周辺に落下物の危険を周知するための三角コーンを設置する、敷地内樹木の

折れた枝が道路に落下した際の撤去を行うなどの対応を行っていたが、根本的な解決には至ら

なかった。月日が経過するにつれて周辺への影響が深刻化してきたため、特定空家等に認定する

ことを検討したが、外見上、隣家とつながっている構造※1 であったため、市条例で長屋・共同住宅

を特定空家等として扱う条例改正をしたうえで、特定空家等に認定することとした。 

※１ 空家法基本指針及び特定空家等に対する措置に関するガイドラインの一部改正（令和３年６月

30 日付）により、外見上長屋づくりの建築物でも、界壁の有無によってはそのうち１軒について

のみでも空家特措法に定める建築物に該当するとの考え方が示された。詳細は[P8 空き家対

策に関する法令等の改正に関する情報]参照 

建物東側から撮影 建物西側から撮影 玄関屋根部分 
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３．不在者財産管理人制度の概要 

財産管理人制度は、対象者の状況に応じて、以下の２つがある。 

①不在者財産管理人制度（民法第 25条第１項） 対象者が行方不明の場合 

②相続財産管理人制度（民法第 952条第１項） 対象者が亡くなっている場合 

ここでは、今回活用した①不在者財産管理人制度について説明する。 

 不在者が従前の住所や居所における財産を管理する者を定めていない場合に、利害関係者又

は検察官※2 の申立てにより、不在者の財産管理のために必要な処分をすることができることとし

ている。その処分の一つとして、不在者財産管理人の選任がある。 

 今回は、対象案件を特定空家等に認定したことに関して、空家特措法第 14 条に基づく措置の

名宛人がいないことを理由として、市が利害関係人となり不在者財産管理人選任申立てを行うこ

ととした。（図１） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※２ 【参考】検察官による申立てのケース 

 民法条文に記載されているとおり、申立てをできるのは「利害関係人」又は「検察官」である。このうち、検

察官が申立てをするケースは稀ではあるが、立川市では福祉部門で活用した案件があった。具体的には、

相続財産管理人制度のケースで、相続人がいない方が亡くなったが、普通預金など一定の財産があったた

め、予納金が不要であることが見込めることを前提として、市福祉部門の担当職員が検察官に相談しつつ、

申立てに必要な書類を作成し、検察官による申立てにつなげた、といったものである。 

 

４．不在者財産管理人制度活用の流れ 

 実際に制度活用の検討から申立て・その後の経過に至るまでを、時系列に沿って項目ごとに説明をする。 

図２：おおまかなスケジュールの例（年度当初予算要求する場合） 
 
 

（１）財産管理人制度活用検討  

（２）予算調整  

（３）提出資料の収集・作成  

（４）申立書の提出  

（５）家庭裁判所による審理  

（６）不在者財産管理人の審判  

（７）財産管理人による財産管理の開始  

（８）財産管理人による財産管理の終了  

利害関係人 

（立川市） 

家庭裁判所 

不在者 

不在者財産管理人（弁護士等） 

①申立て 

②選任 

③やりとり 

図１ 不在者財産管理人制度のイメージ 

 

 月：4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ……  



3 

 

（１）財産管理人制度活用検討 

 対象の空き家について、不在者財産管理人制度を活用することができるか、活用することで問

題を解決することができるかを検討する。 

管理が必要である財産が不在者の財産であること（登記簿の確認、相続調査）、その財産を管理

する者がいないこと、制度を活用する以外で解決することが困難であること、利害関係人の要件を

満たすこと、財産管理人に求めること※3など、検討すべき事項を整理し、活用方針を決定する。 

※３  制度を活用することで、どのような課題解決（財産管理人による自主除却、空家特措法に基づく措置

の名宛人としての対応、租税債権回収のための公売手続きの名宛人としての対応など）に結びつくのか、

終期を明確にしておく。家庭裁判所としては、選任された不在者財産管理人の業務量に見合った報酬

等を確保できるように予納金額を定めるため、財産管理人にいかなる業務の発生が想定されるかに大

きな関心があり、それには申立人が何を求めているかが判断材料のひとつになるからである。 

本件では、申立書提出時、担当書記官に「可能であれば不動産除却を目指したいが、敷地内樹木の

伐採等含めた空家等の適正な管理が目標のひとつである」と伝えた。 

 

（２）予算調整 

主に予納金の額について検討する。予納金の額は、申立手続き後、不在者の財産状況を加味

して、家庭裁判所が決定する。予納金は、不在者財産管理人の業務量に見合った報酬・実費を確

保するためのものであるが、これらの費用は本来不在者の財産から支弁するのが原則であり、不

在者が十分な財産を有していれば、その分予納金額は少なく設定される可能性がある。 

金額については、事前に申立てをする案件の概要を管轄裁判所に伝え、おおよその金額を確

認する。一般的には 50 万円～100 万円だが、申立時の目的により異なる。予納金とは別に、郵

便切手代、印紙代も忘れずに計上すること。 
 

表１ 予算要求額内訳 

予算科目及び名称 金額 

役務費・不在者財産管理人選任予納金※4 500,000円 

役務費・郵便料※5 2,000円 

役務費・印紙代 800円 

 ※４ 不在者の財産に相当額の預貯金があることが事前に判明していたため、家庭裁判所が予

納金を支払う必要はないという判断がなされたため、結果的に予納金額はゼロとなった。 

※５ 切手代の内訳：100円×5枚 84円×15枚 10円×20枚 2円×10枚、1円×20枚 

      ⇒[令和３年７月時点・東京家庭裁判所立川支部] 管轄裁判所によって異なるため、要確認 

 

（３）提出資料の収集・作成 

 申立てをするにあたり、必要な提出資料について説明する。 

①戸籍謄本、附票 

  申立てをする日から遡って三か月以内に発行されたもの。不在者の本籍地の自治体に請求する。 

  本籍地は、不在者の住民票を取得して確認する。 
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②不在の事実を証する資料 

・現地調査を実施し、調査報告書（Ｐ14 資料編[調査報告書]参照）を作成する。建物や敷地の

状況のほか、近隣住民への聞き込み調査等も行い、記載する。 

 ・不達郵便（「宛所に尋ね当たらず」して返戻された郵便物）と送付物のコピー 

 ・親族への照会（生存する親族がいる場合） 

 ・出帰国記録照会、在留届照会（P18 資料編[その他の関連資料]参照） 

③財産目録及び財産目録に記載した不在者の財産に関する資料 

 ・財産目録を作成（Ｐ12 資料編[②財産目録]参照） 

 ・登記簿（土地・建物）、固定資産評価証明書等 

 ・預貯金、有価証券、現金等の存在を証する書類（通帳写し、残高証明書等） 

④申立人の利害関係を証する資料 

前述のとおり、この制度の申立権者は利害関係人又は検察官とされている。 

今回の案件では、特定空家等に認定したことを証する書類を提出し、利害関係を証明するこ

ととした※6。（特定空家等でない場合は、不在者宛の適正管理通知などが考えられる） 

⑤親族関係図 

戸籍謄本を基に作成（Ｐ13 資料編[③親族関係図]参照） 

⑥その他関連資料 

関連する市の条例や物件位置図のほか、不在者財産管理人が行う業務の想定し、必要だと思わ

れる書類を提出する。費用がかかるものだと予納金額に影響するが、必要であり取得ができるもの

については事前に準備して提出すると、財産管理人選任後の手続きがスムーズになる。 

・市空家条例、空家特措法条文 

・物件位置図（住宅地図など） 

・敷地内樹木伐採見積書  

・不動産売却の見積書 等 
 

 ※６ 改正後のガイドラインでは、空家等の所有者等に対して債権を有しない場合や特定空家等に認

定されていない場合であっても、法に基づく措置の主体である市町村における申立てが認めら

れる場合があると記載されている。 
 

【参考】管理不全空家の場合、税徴収部門が滞納処分等で対応しているケースが多い。今回のケース

では、滞納された税を税徴収部門が所有者の銀行口座を差押えして徴収している状況であっ

たため、市としては所有者の預貯金情報を把握していた。管理不全空家対策部門と税徴収部門

との協力体制のもと、立川市として申立手続きをすることとし、税徴収部門が保有する所有者の

預貯金情報を家庭裁判所に資料として提出した。 

 

（４）不在者財産管理人選任申立書の作成・提出【資料[①不在者財産管理人選任申立書]参照】 

申立書には、必要事項（申立人及び不在者の情報、申立ての理由等）を記載する。記載内容の

うち、「具体的実情」欄に主たる目的を記載することとなる。記載内容によっては、[別紙記載のと

おり]として資料を添付してもよい。 
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 不在者財産管理人選任の申立て先は「従来の住所地」＝戸籍附票に記載されている住所地の

管轄裁判所でよく、最終住所地でなくてもよい。 

 申立書の作成にあたっては、不在者財産管理人選任申立書をはじめ、財産目録等の様式をデ

ータで作成したので、活用してほしい。 

 

（５）家庭裁判所による審理 

提出された申立書に基づき、財産管理人選任の必要性を検討し、不在の事実の調査等の必要

な調査を行うととともに、不足する資料があれば申立人に資料の追完や補正の指示を行う。 

審理期間は通常１ヵ月から２か月程度であるが、家庭裁判所による追完や補正指示があれば、

その分審理の時間を要することになるため、申立書提出前に必要な資料を精査し、書類の作成を

漏れなく行うことが必要である。予納金の支払い請求・納付はこの期間内に行われる※7。 

※７ 本案件では、令和３年７月 20日に申立書を提出した後、同月 26日に家庭裁判所より予納金

を請求しない方針である旨の連絡を受け、同年９月１日付で不在者財産管理人選任の審判が

なされた。 

 

（６）不在者財産管理人の審判 【P16 資料[審判書]参照】 

裁判所より審判書が送付される。審判書には、選任された財産管理人の氏名や連絡先が記載

されている。 

 

（７）財産管理人による財産管理の開始 

必要に応じて財産管理人に連絡を取り、対応について協議等を行う。財産管理人は原則、不在

者の財産を維持・保全することが目的であり、家事事件手続法第 146 条第 6 項により民法の委

任契約に関する規定が準用される。 

原則として、保存行為や財産の性質を変えない範囲内の利用又は改良行為（管理行為）のみ

行うことができる。但し、管理行為の範囲を超える処分行為については家庭裁判所に対して権限

外行為許可の申立てし、許可されれば処分行為をすることができる。 
 

表２ 各行為の例 

権限内の行為（許可不要） 権限外行為（許可必要） 

■おおむね評価額 1万円以内の換価処分行為 

■契約等を解除することにより使用料等の負

担を免れるもの 

■代金支払債務の履行・受領 

■掃除などの作業依頼 

■樹木の剪定・建物の補修等 

■税金の納付 など 

■不動産の譲渡・贈与 

■動産の譲渡、贈与、放棄等 

■建物取り壊し 

■契約解除 

■債権放棄 

■寄付、贈与 

■株式の売却、譲渡 など 

本案件では、不在者財産管理人に選任された弁護士に市から連絡を取り、事前に家庭裁判所に提

出した資料をもとに協議し、敷地内の樹木伐採作業を早急に進めることについて対応を依頼した。 
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[写真]財産管理人により敷地内樹木の伐採作業が行われた後の現地 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）財産管理人による財産管理の終了 

 管理すべき財産が無くなった場合など、一定の条件で財産管理が終了となる。予納金を納付し

ている場合、予納金に残額があるときは予納金返還の手続きがなされる。 

表３ 財産管理終了事由と根拠法令 

財産管理終了事由 根拠法令 

・不在者が財産を管理することができるようになったとき 

・管理すべき財産がなくなったとき 

・その他財産の管理を継続することが相当でなくなったとき 

家事事件手続法第147条 

・不在者が自ら管理人を置いたとき 民法第 25条第 2項 

 本市の案件については、不在者の死亡の判明が終了事由となった※8。 

※８  令和３年１１月８日、敷地内の樹木伐採が完了後、財産管理人である弁護士と共に建物内

を確認するため、現地に同行し、玄関ドアの鍵を開錠して建物内部に入ったところ、寝室に

本人と思われる白骨化した遺体を確認した（警察による検死の結果、本人と判明）。 

空き家対策に際しては、空家特措法による立入調査では施錠されたドアを開錠して建物

内に立ち入る権限は与えられていないため、空き家として対応する以上、所有者等の所在確

認には限界がある。特に今回のケースでは 20年前から空き家の状態という前提のもとに進

めており、連絡を取れる親族等もおらず、安否確認のために室内に立ち入るという判断がで

きかねる状況であった。問題の根底には、近隣住民同士の交流の希薄化が原因のひとつと

して挙げられるが、あらゆる可能性を考慮したうえで対応を検討する必要があると改めて感

じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物東側から撮影 建物西側から撮影 

東京家庭裁判所立川支部 
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５．資料編 

（１）不在者財産管理人制度活用の経過 

令和２年６月 長屋のうち１件が空家の場合についても特定空家等に認定すること

ができるよう市条例を改正 

令和２年９月 25日 特定空家等に認定 

令和３年４月 東京都の「先駆的空き家対策東京モデル支援事業」に応募 

令和３年６月 不在者財産管理人選任申立てに係る予算を補正予算にて要求 

令和３年６月 25日 本事業が採択される 

令和３年７月 20日 不在者財産管理人選任申立書を東京地方裁判所立川支部に提出 

令和３年７月 26日 立川支部より予納金なしで進める方針である旨の事前連絡 

令和３年９月１日 不在者財産管理人選任審判 

令和３年９月９日 財産管理人と今後の対応についての協議 

令和３年 10月 30日 財産管理人による敷地内の樹木伐採作業が完了 

令和３年 11月８日 現地室内立入。室内に不在者本人らしき死体を発見 

令和３年 11月 29日 近隣住民からトタン屋根が落下しそうだとの通報 

令和３年 12月６日 財産管理人による上記通報への対応完了 

令和４年１月 特定空家等認定解除 

令和４年２月 警察による検死により、本人確認が完了。相続財産管理人へ移行す

る手続きを開始 

 

（２）関連資料の請求先一覧 

資料 請求（照会）先 

登記簿 管轄の法務局 

住民票 住所地の自治体 

戸籍（全部証明・附票） 本籍地の自治体 

日本人出帰国記録 管轄の出入国在留管理局 

在留届 外務省領事局政策課 

 

（３）東京都の管轄裁判所一覧 

不在者の従来の住所地 申立先 

東京 23区内、三宅村、御蔵島村、小笠原村 東京家庭裁判所 

八丈町、青ヶ島村 東京家庭裁判所八丈島出張所 

大島町、利島村、新島村、神津島村 東京家庭裁判所伊豆大島出張所 

上記以外の市町村（多摩地区） 東京家庭裁判所立川支部 

今回の案件は不在者の住所地が立川市内であったため、東京家庭裁判所立川支部（財産管理係、

立川市緑町 10-４ ７階 71番窓口）に申立書を提出した。 
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（４）空き家対策に関する法令等の改正に関する情報 

令和３年６月 30日に改正されたガイドラインについて紹介する。 

①空家法基本指針及び特定空家等に対する措置に関するガイドラインの一部改正 

【改正のポイント】 

  ⅰ）空家法基本指針 

・特定空家等の対象には「将来著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な状態になることが

予見される」空家等も含まれる旨を記載 

・所有者等の所在を特定できない場合等において、民法上の財産管理制度を活用するため

に、市町村長が不在者財産管理人又は相続財産管理人の選任の申立てを行うことが考え

られる旨を記載 

・地域の空家等対策に取り組むＮＰＯ等の団体について、協議会の構成員の例に加えるとと

もに、専門的な相談について連携して対応することを記載 等 

  ⅱ）特定空家等に対する措置に関するガイドライン 

・空家等の所有者等の特定に係る調査手法、国外居住者の調査方法及び所有者等を特定

できない場合の措置について記載 

・災害が発生し、又はまさに災害が発生しようとしている場合は災害対策基本法に基づく措

置も考えられる旨を記載 

・外見上はいわゆる長屋等であっても、それぞれの住戸が別個の建築物である場合には、空

家法の対象となる旨を記載   等 

詳しくは以下参照 

国土交通省ホームページ：空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html 

 

②民法等の改正（所有者不明土地関連） 

今後施行される、空家対策に関わる法令改正について紹介する。 

ⅰ）不動産登記制度の見直し 

 ・相続登記の申請の義務化（令和６年４月１日施行） 

 ・相続人申告登記（令和６年４月１日施行） など 

ⅱ）相続土地国庫帰属制度の創設（令和５年４月 27日施行） 

ⅲ）民法のルール見直し 

 ・土地・建物に特化した財産管理制度の創設（令和５年４月１日施行） 

 ・共有制度の見直し（令和５年４月１日施行） 

 ・相隣関係の見直し（令和５年４月１日施行） など 

詳しくは以下参照 

法務省ホームページ：所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し（民法・不動産

登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法） 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html 

 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
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（５）申立書等の資料 

①不在者財産管理人選任申立書 
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②財産目録 
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③親族関係図 
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④調査報告書 
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⑤審判書 
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（６）不在者財産管理人制度と相続財産管理人制度の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 不在者財産管理人制度 相続財産管理人制度 

根拠法令 民法第 25条～第 29条 民法第 951条～第 959条 

制度の目

的 

不在者（行方不明者等）の財産を管

理・保全する 

死亡者の財産を引き継ぐ者がいない場

合に、その財産を管理・清算する 

申立権者 利害関係人又は検察官 同左（利害関係人又は検察官） 

利害関係

人 

配偶者、親族、推定相続人、債権者、

債務者、担保権者、国・地方自治体 

相続債権者、相続債務者、担保権者、特

定受遺者、特別縁故者、事務管理者、

国・地方自治体 

添付資料 ①不在者の戸籍謄本 

②不在者の戸籍附票 

③不在の事実を証する資料 

④財産目録に記載した不在者の財産

に関する資料 

⑤申立人の利害関係を証する資料 

①被相続人の住民票除票又は戸籍附票 

②被相続人の出生時から死亡時までの継

続したすべての戸籍（除籍，改製原戸

籍）謄本 

③被相続人の子や兄弟で死亡している方

がいる場合は、その者（及びその代襲

者）の出生時から死亡時までのすべて

の戸籍（除籍，改製原戸籍）謄本 

④財産を証する資料 

⑤利害関係人からの申立ての場合，利害

関係を証する資料 

⑥財産管理人の候補者がある場合にはそ

の住民票又は戸籍附票 

申立てに

係る費用 

 

 

収入印紙 800円 

予納郵便料 管轄裁判所に確認 

予納金 50～100 万円程度（事案によ

り異なる） 

収入印紙 800円 

予納郵便料 管轄裁判所に確認 

官報掲載料 4,230円 

予納金 100万円程度（事案により異なる） 

参考URL 

（裁判所ホー

ムページ） 

https://www.courts.go.jp/saiban

/syurui/syurui_kazi/kazi_06_05/i

ndex.html 

https://www.courts.go.jp/saiban/sy

urui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.h

tml 

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_05/index.html
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_05/index.html
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_05/index.html
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html
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（７）その他の関連資料 

①日本人出帰国記録の照会 
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②在留届の照会 
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